


　
大
河
ド
ラ
マ
﹁
風
林
火
山
﹂
な
ど
の

影
響
で
武
田
信
虎
︵
の
ぶ
と
ら
︶
に
は

暴
君
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
信
虎
は
乱
れ
て
い
た
甲
斐
国
を
統

一
し
、
甲
府
に
つ
つ
じ
が
崎
の
館
と
城

下
町
を
築
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
戦
国

大
名
武
田
家
の
基
礎
を
築
い
た
武
将
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
武
田
信
虎
は
明
応
︵
め
い
お
う
︶
３

年
︵
１
４
９
４
年
︶
に
春
日
居
町
下
岩

下
に
あ
る
岩
下
氏
館
跡
︵
信
虎
誕
生
屋

敷
︶
で
生
ま
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。
現
在
、
信
虎
誕
生
屋
敷
と
呼
ば
れ

る
場
所
に
は
周
囲
に
水
路
を
巡
ら
せ
た

方
形
の
区
画
が
あ
り
、
屋
敷
跡
北
西
部

の
石
垣
は
周
囲
の
道
よ
り
約
１
ⅿ
50
㎝

程
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
に

岩
下
越
前
守
︵
い
わ
し
た
え
ち
ぜ
ん
の

か
み
︶
の
館
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
信
虎
の
母
は
岩
下
越
前
守
の
妹
で
す
。

母
が
実
家
に
里
帰
り
し
て
い
る
時
に
生

ま
れ
た
男
子
が
信
虎
だ
と
い
う
説
が
あ

り
、
﹁
甲
斐
国
志
﹂
に
は
﹁
里
人
武
田
信

虎
ノ
誕
生
セ
シ
処
ト
云
ヒ
伝
フ
﹂
と
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
信
虎
誕
生
屋
敷
北
西
部
で
は
平
成
13

年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
掘
建
柱
︵
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
︶

建
物
の
柱
穴
が
見
つ
か
り
、
ひ
と
つ
の

柱
穴
に
は
柱
の
一
部
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。

　
ま
た
平
成
19
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
調

査
で
は
、
館
跡
北
東
部
の
地
表
下
80
㎝

か
ら
、
中
世
・
近
世
に
作
ら
れ
た
椀
︵
わ

ん
︶
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　
椀
に
は
鮮
や
か
な
朱
色
の
漆
が
塗
ら

れ
、
縁
の
直
経
は
18
㎝
以
上
、
高
さ
は

７
㎝
以
上
あ
り
ま
す
。
漆
が
塗
ら
れ
て

い
る
椀
は
中
世
・
近
世
で
は
高
級
品
で

し
た
。

　
さ
ら
に
、
信
虎
誕
生
屋
敷
の
東
側
に

は
原
田
仁
兵
衛
︵
じ
ん
べ
え
︶
屋
敷
跡

な
ど
も
あ
り
ま
す
。
原
田
仁
兵
衛
屋
敷

跡
の
北
側
か
ら
は
大
正
６
年
︵
１
９
１

８
年
︶
に
甲
州
金
が
３
枚
掘
り
出
さ
れ

ま
し
た
。
大
判
金
︵
お
お
ば
ん
き
ん
︶

２
枚
と
角
判
金
︵
か
く
ば
ん
き
ん
︶
１

枚
で
す
。
大
判
金
は
長
さ
が
約
13
・
５

㎝
で
、
重
さ
は
約
１
６
０
ℊ
で
す
。
角

判
金
は
長
さ
が
約
10
㎝
、
重
さ
は
約
１

５
６
ℊ
で
す
。
大
判
金
は
、
褒
美
と
し

て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
３
枚
と
も
東
京
国
立
博
物
館

で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
同
じ
様
な
金
貨
が
長
野
県
下

諏
訪
町
の
諏
訪
大
社
下
社
秋
宮
の
境
内

と
甲
州
市
勝
沼
町
の
ブ
ド
ウ
園
か
ら
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
春
日
居
町
下
岩
下
地
区
に
は
、
こ
の

よ
う
な
武
田
氏
十
八
代
武
田
信
虎
や
戦

国
時
代
の
豪
族
に
関
係
す
る
史
跡
が
残

っ
て
い
ま
す
。
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信虎誕生屋敷現状

漆椀出土の様子

出土した朱色の漆椀

春日居町駅

平成13年度調査地

平成19年度調査地点
（春日居町下岩下）

金貨出土場所

春日居小

大徳院

走湯神社

西
関
東
連
絡
道
路

国
道
14
0号
線

▽︵
注
１
︶
現
役
並
み
所
得
の
方
と
は
︵
現

時
点
で
の
予
定
︶

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得
が
、

１
４
５
万
円
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
が
い
る
方

　　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請

し
認
定
を
受
け
る
と
、
１
割
負
担
に
な
り

ま
す
。

◇
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の
み
の

場
合
、
被
保
険
者
本
人
の
収
入
の
額
が

３
８
３
万
円
未
満
の
方

◇
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
２
人
以
上
い

る
場
合
、
被
保
険
者
の
収
入
の
合
計
が

５
２
０
万
円
未
満
の
方

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

︱

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療

　

広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設

︱

　
﹁
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
﹂
を
み
な
さ

ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。
制
度
に
関
す

る
お
知
ら
せ
な
ど
を
い
ち
早
く
掲
載
し
て

い
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
t
t
p
/
/
w
w
w
.
y
a
m
a
n
a
s
h
i
-

iry
o
u
k
o
u
ik
i.jp

■
問
合
せ
先

・
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　︵
山
梨
県
自
治
会
館
内
︶

　
☎
０
５
５︵
２
３
６
︶５
６
７
１

・
市
民
環
境
部
　
国
民
健
康
保
険
課

　
高
齢
者
医
療
担
当

　
☎
０
５
５︵
２
６
２
︶４
１
１
１

︵
内
線
１
２
５
︶

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

老
人
保
健
制
度

同
上

療
養
の
給
付
や
入
院
時
の
食
事
代
、

高
額
医
療
費
な
ど

保
険
給
付

各
都
道
府
県
の
広
域
連
合
ご
と
に
決
め
ら
れ

た
保
険
料
を
、加
入
者
全
員
が
納
め
ま
す
。

保
険
料
は
世
帯
ご
と
に
決
ま
り
、
加

入
す
る
国
保
や
健
康
保
険
な
ど
に
納

め
ま
す
。

保

険

料

○
一
般
の
方
は
１
割

○
現
役
並
み
所
得
の
方
は
３
割︵
注
１
︶

○
一
般
の
方
は
１
割

○
現
役
並
み
所
得
の
方
は
３
割

医
療
費
の

負
担
割
合

○
75
歳
以
上
の
方

○
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方

※
移
行
に
あ
た
っ
て
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
75
歳
以
上
の
方

○
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る

方

被
保
険
者

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
１
人
に
１

枚
交
付
さ
れ
ま
す
。
来
年
３
月
頃
の
発
送
予

定
で
す
。

※
医
療
受
給
者
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

保
険
証
︵
国
保
・
健
保
な
ど
︶

医
療
受
給
者
証

保

険

証

○
老
人
保
健
制
度
の
対
象
者
は
平
成
20
年
４

月
１
日
か
ら

○
平
成
20
年
４
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
方
は

誕
生
日
当
日
か
ら

75
歳
の
誕
生
日
の
あ
る
月
の
翌
月︵
１

日
の
方
は
そ
の
月
か
ら
︶

対
象
に
　

な
る
と
き

都
道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
運
営
主
体
に
な
り
ま
す
。

申
請
手
続
き
な
ど
の
窓
口
は
、
今
ま
で
ど
お

り
お
住
ま
い
の
市
町
村
で
す
。

国
保
で
は
市
町
村
、
そ
の
他
健
保
組

合
な
ど
は
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険

ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

運

営

75
歳
以
上
の
す
べ
て
の
方
を
対
象
と
し
た
後

期
高
齢
者
の
た
め
の
独
立
し
た
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
に
加
入
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ま
で

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
を
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
や
会
社
の
医
療
保
険

な
ど
に
加
入
し
な
が
ら
﹁
老
人
保
健

制
度
﹂
で
医
療
を
受
け
ま
す
。

制

度

の

仕

組

み
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
こ
う
変
わ
り
ま
す

︵
※
今
後
、
国
か
ら
の
詳
細
な
制
度
説
明
に
よ
り
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︶

　医療費が増大していくなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすく、す
べての国民が安心して医療保険を利用できる制度にするために、75歳以上の高齢者を対象にその心
身の特性や生活実態などを踏まえ、従来の医療保険制度から独立した「後期高齢者医療制度」が創
設され、来年4月からスタートします。




